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申請者 

事前相談【景観政策課】 

申請（受付）【景観政策課】 

審査会開催【観光課】 

予備審査【景観政策課】 

審査会開催依頼【景観政策課】→【観光課】※協議会事務局 

審査結果報告【観光課】→【景観政策課】 

交付決定通知【景観政策課】 

申請者 工事着手 

工事完成 補助金請求【景観政策課】 

完了検査【景観政策課】 

完了検査通知・補助金交付【景観政策課】 

事業の概要，手続き及び整備の進め方について説明します。 

整備内容について，審査会前に事前審査をします。 

審査会【歴史的街並み保存活用推進協議会 修景事業促進部会】 

申請者 支払い 

現地にて，完了検査を実施します。 

～工事の相談は，景観政策課までお願いします～ 

都市整備部景観政策課 

 盛岡市津志田 14-37-2 都南分庁舎２階 

 電話番号 019(651)4111 内線 7293・7294 

見積審査【景観政策課】 

（適否の判定，意見等） 


